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表１ 障害等級と日常生活におけるコミュニケーション活動 

(場とレベル)の具体的状況例 

３級の欄の音声言語機能のレベルに該当すれば３級と判定する。３級の 
欄の項目が可能でも，４級の欄のレベルであれば４級と判定する。 

障
　
害
　
等
　
級

　コミュニケーショ
　　　　ンのレベル

コミュニケ
ーションの場

理　　解　　面 表　　出　　面

本　　人

家　　族

 
 ・本人や家族の名前がわからない。
 ・住所がわからない。
 ・日付，時間がわからない。
 ・部屋の中の物品を言われてもわ
   からない。
 ・日常生活動作に関する指示がわ
   からない(風呂に入って，ＳＴに
   行って，薬を２錠飲んで……)。

 
 ・本人，家族の名前が言えないか，
   通じない。
 ・住所が言えない(通じない)。
 ・日付，時間，年齢が言えない(通
   じない)。
 ・欲しい物品を要求できない(通じ
   ない)。
 ・日常生活動作に関する訴えがで
   きないか通じない(窓を開けて…
   …)。
 ・身体的訴えができない(通じな
   い)。

状況依存度が
高い

本人の所属，時間
日常生活動作，物品に関する指示

本人の所属，時間
日常生活動作，物品に関する要求

本　　人

家　　族

周　　辺

 ・問診の質問が理解できない。
 ・治療上の指示が理解できない(Ｐ
   Ｔ，薬の飲み方……)。
 ・訪問者の用件がわからない。
 ・電話での話がわからない。
 ・尋ねた道順がわからない。
 ・おつかいができない(どこで，何
   を，いくつ，いくら，誰に，
   いつ)。

 
 ・病歴，病状が説明できない(通じ
   ない)。
 ・治療上のことについて，質問がで
   きない(通じない)。家族に内容を
   伝えられない。
 ・訪問者に用件を質問できないか通
   じない。用件を家族に伝えられな
   い。
 ・電話で応答できない。家族に内容
   を伝えられない(いつ，誰，何，
   どこ)。
 ・知り合いに電話をかけて用件が伝
   えられない(通じない)。
 ・行先が言えない(通じない)。道順
   を尋ねられない(通じない)。
 ・買物をことばでできないか通じな
   い(何をいくつ，いくら)。

状況依存度が
低い

家族以外の者から，日常生活動作に
ついて，質問されたり，指示された
りしたときに，理解できない。

家族以外の者に，日常生活動作に関
することを説明できない。

３
級

4
級
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表２ 等級判定の基準 

大原則：障害程度の判定基準は一次能力障害(稼得に関係のない 
日常生活活動能力の欠損度)に基づく 

認定基準の
原則

音声，言語
機能障害の
場合

障害程度の定義と具体例

等級判定の基準―コミュニ
ケーション活動の場とレベ
ルからみた意思疎通困難の
程度―

………… ………… ……………………………… ………………………………

３級

家庭内での
日常生活活
動が著しく
障害される

喪　　失

音声言語による意思疎通が
できないもの
「音声機能障害」―音声を
全く発することができない
(例：無喉頭，喉頭外傷によ
る喪失，発声筋麻痺による
音声喪失＜反回神経麻痺な
ど＞)
「言語機能障害」―発声し
ても意思疎通ができない
(例：重度失語症，聴あ，運
動障害性構音障害，脳性麻
痺構音障害，ろうあ)

家庭において，家族又は肉
親との会話の用をなさない
(日常会話は誰が聞いても理
解できない)。
※具体的状況(コミュニケー
ション活動の場とレベル)は
表1に例示してある。

４級

家庭周辺で
の日常生活
活動が著し
く障害され
る

著しい
障　害

音声言語のみ用いて意思を
疎通することが困難なもの
「音声機能障害」―喉頭の
障害又は形態異常によるも
の
「言語機能障害」―イ．構
音器官の障害又は形態異常
によるもの　ロ．中枢性疾
患によるもの
※障害類型の例は(1)ウの具
体例参照のこと

家族又は肉親との会話は可
能であるが，家庭周辺にお
いて他人には殆ど用をなさ
ない。
※具体的状況(コミュニケー
ション活動の場とレベル)は
表1に例示してある。

社会での日
常生活が著
しく障害さ
れる

障害
非該当

………………………………
日常の会話が可能であるが
不明瞭で不便がある。

中
程
度

障害の程度と
等級

重度(１，２級)

軽　　　度
軽　　　微
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